
 

 

令和６年４月８日 新谷小学校保健室 

 

新しい学年でがんばりたいことを決めている人も 

多いかな？元気な毎日を送るために、朝ごはんはと 

ても大切。しっかり食べて、脳と体にパワーをチャー 

ジしましょう。 

保健室では、みなさんが健康に過ごせるようお手 

伝いします。よろしくお願いします！ 

 

 

 

～今月の健康診断スケジュール～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４/11～  身体計測・視力検査（全学年）、聴力検査（1～３年、５年） 

＊ 結果は後日お知らせいたします。 
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戒能 幸一 

今井 貴彦 

澤井  尚 

末光伸一郎 

渡邉 正博 

学校の健康診断は、児童の発育・健康状態を把握することを目的としています。学校生

活を送るうえで注意すべきところがないかどうかを調べるものです。学校で行う健康診断

は、スクリーニングといい、問題や疑いのあるものをふるい分けるものです。検診結果の

お知らせを持って医療機関を受診された場合でも異常がないということもあります。 

また、同じ疾病で毎年のように検診結果のお知らせをお渡しすることもありますが、お

子様の状況を把握し、経過観察をしていただくために配付します。 

どうぞご理解いただきますようお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本スポーツ振興センター災害共済給付制度

新谷小学校では、学校管理下（登校から下校するまで）においてけがをして受診した場合、

給付金が出る制度に全員加入していただいております。 

学校でのけがが原因で、病院へ行かれたときは『独立行政法人日本スポーツ振興センター』

にかかるかどうかの確認が必要になります。病院へ行かれたときはご連絡ください。ただし、

療養にかかった費用が 5,000 円以上の場合（医療保険の適用で医療機関の窓口で支払った

自己負担額が、通常 1,500 円以上）が対象となります。 

 大洲市では、令和 3 年 4 月１日より「子ども医療費完全無料化」が始まりました。この

制度は、「大洲市に住民登録があり、健康保険に加入している０歳から中学 3 年生までの子

ども（15 歳到達年度の３月 31 日まで）」の子どもが対象です。医療機関で「受給資格証」

を提示することにより、窓口負担なしで受診することができます。 

 学校管理下（下校中、部活動中を含む）でけが等をした場合は、日本スポーツ振興 

センター災害給付制度が優先されます。 



 

 

 

 

 

～お願い～ 

給付金が支払われる場合は、校納金口座に振込み

をさせていただきます。 
 


